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は じ め に

我が国では、令和７（ ）年に団塊の世代がすべて

歳以上を迎え、令和 （ ）年には団塊ジュニア世

代が 歳に達するとともに、 歳以上の人口の急増に

伴い、医療・介護・生活支援など様々なサービスが必要と

なる高齢者が増大することが予想されています。

一方、少子化の進展も顕著で、現役世代の人口急減に

より、社会の担い手不足がさらに深刻化することが見込

まれています。

本市においても、少子高齢化が進展し、高齢化率は

年 月１日現在で ％を超え、市民の約４人に１人は

高齢者となっております。市民の健康・福祉・介護に関するニーズを踏まえて、これまで以上

に、中長期的な介護サービスの基盤の整備、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの深化・

推進、介護人材の確保や介護現場の働きやすい体制整備などに取り組む必要があります。

このような中、「選ばれる都市もおか」の実現を目指して、「笑顔づくり」～安心と元気アッ

プ！～を政策の１つとして掲げ、「高齢者の生きがいづくりの推進」、「介護予防の充実」、「地域

見守り体制の構築」などに積極的に取り組んでおります。

今回策定した「第９期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」では、「高齢者がいきいきと

暮らせる笑顔あふれるまち 真岡」を基本理念とし、高齢者が住み慣れた地域で、生きがいを

持ち、自分らしい暮らしを安心して続けることができるよう、高齢者の自立に向けた介護予防、

健康づくりの推進や複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制づくりなどに

取り組み、社会の情勢や地域の特性、市民の意向に対応した高齢者保健福祉施策を総合的に展

開してまいります。

また、施策の推進にあたり、市民の皆様との協働により、各種事業に積極的に取り組んでま

いりたいと考えておりますので、一層のご理解ご協力をお願い申し上げます。

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただきました策定懇話会委員をはじめ、

関係されました多くの市民、団体の皆様に、心から感謝申し上げます。

令和６年３月

真岡市長 石 坂 真 一
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第１章 計画の策定にあたって

第
１
章

第１章 計画の策定にあたって

１ 計画策定の趣旨

我が国の総人口は国の推計によると、令和５年 月１日現在、１億 万人で、

そのうち高齢者人口は 万人、高齢化率は ％となっています。

本市においては、令和５年 月１日現在で総人口は 人となっており、そのう

ち高齢者人口は 人を占め、高齢化率は ％と、高齢者が４人に１人を上回る

人口構成となっています。

令和７（ ）年には、いわゆる団塊世代が 歳以上となり、令和 （ ）年に

は団塊ジュニア世代が 歳以上を迎えることから、今後も高齢化が進むことにより要

介護認定率の上昇や介護サービスへの需要は高まることが予測されるとともに、少子

化の進行により生産年齢人口の減少、担い手不足が見込まれています。

このような状況の中、国においては、平成 年度に介護保険制度を創設し、社会情

勢の変化に合わせて制度の見直しを行ってきました。今後、急激に高齢化が進行する地

域もあれば、高齢化がピークを迎える地域も出てくるなど、人口構成の変化や介護サー

ビスに対するニーズ等は地域によって異なる動向を示すことが予測されています。

令和３年度に施行された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正

する法律」では、地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援

ニーズに対応する包括的な支援体制づくりの支援のほか、地域の特性に応じた認知症

施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の

強化など、所要の措置を講ずることとされており、具体的な取組内容や目標を定め、優

先順位を検討した上で、高齢者福祉施策を推進していくことが求められています。

本市においては、令和３年３月に策定した「第８期真岡市高齢者保健福祉計画・介護

保険事業計画」（以下「第８期計画」という。）に基づき、保健福祉サービスの充実や、

介護保険事業の円滑な運営などに計画的に取り組んできましたが、新型コロナウイル

ス感染症が高齢者福祉施策の推進に与えた影響を踏まえながら、これまでの取組の成

果や課題の分析等を行い、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、最期まで尊厳をもっ

て自分らしい生活を送ることができる社会の実現を目指して、令和６年度を初年度と

する「第９期真岡市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」（以下「本計画」という。）

を策定するものです。




